
指 標

指標の意義

各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈

分子 分母のうち特別食加算の算定回数

分母 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入
院患者の食事回数"

収集

期間

調整

方法

指標の計算式、分母・ 分子の解釈

2018年間数値報告

考察・分析

栄養指導

最小値 37.76 25％値 62.25 中央値 74.55 75％値 80.62 最大値 100.0

回答病院 70施設 途中参加5施設

昨年の中央値は73.82であり、0.73ポイント増加。

特別食加算の算定回数が0件の月がある病院が11病院あり、分母の「18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目

的ではない入院患者の食事回数」が0件となっている病院が10病院あります。併存症に対症病名が入っていない、または対症病名が全て

主目的の入院であった。病状によっては、中心静脈栄養のみの場合も考えられます。

しかし、糖尿病や慢性性腎臓病疾患が基礎疾患にある患者については、それらの治療が主目的の入院でなくても、慢性疾患管理の面か

ら、基礎疾患に沿った栄養管理計画書の早期作成が望まれます。

栄養管理については、指標5「入院早期の栄養アセスメント実施割合」では、早期のアセスメント割合が70％を超えているのはデータ提出

のあった病院のうち54%です。早期にアセスメントを実施し併存症の確認を行う事で疾病に必要な栄養管理が推進されると思われます。

積極的な栄養管理の介入。

Ａ）糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率
Process

厚17
（厚労省共通指標 ・ DPC指標）
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